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国領町８丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の決定等に関する原案説明会 

日 時：平成２６年１０月１日（水）午後７時００分～ 

場 所：調布市市民プラザあくろす ３階ホール 

 

平素から，市政にご協力いだだ

きまして，誠にありがとうござい

ます。  

これまで２回「街づくり懇談会」

を開催し，ご出席いただいた皆様

方から様々なご意見をいだたきま

した。これらのご意見を踏まえ，

関係機関等と協議を重ね，地区計

画の決定について検討を進めてま

いりました。  

これまでの検討の結果，国領町

８丁目周辺地区地区計画，和泉本

町四丁目周辺地区地区計画等の内

容を「原案」として取りまとめま

したので，ご説明いたします。  

 

 

 国領町８丁目              
和泉本町四丁目 
原案がまとまりました 

 

街づくりの主役である， 

皆様のご意見をお聞かせください。 

◆都市計画原案の縦覧と意見書の提出について◆  

地区計画（原案）の縦覧  

○告示日：平成26年10月1日 (水 )  

○期  間：平成26年10月1日 (水 )～10月15日 (水 ) ※土・日曜日，祝日を除く  

○時  間：午前8時30分～午後5時  

○場  所：都市計画課 (調布市役所7階 ) ，まちづくり推進課（狛江市役所５階） 

意見書の提出  

○期  間：平成26年10月1日 (水 )～10月21日 (火 ) ※土・日曜日，祝日を除く  

○時  間：午前8時30分～午後5時  

○場  所：都市計画課 (調布市役所7階 )，まちづくり推進課（狛江市役所５階） 

○提出できる方：地区計画等の案に係る区域内の土地所有者，その他抵当権，地上権等を有する方 

         その土地若しくはこれらの権利に関する仮登記，差押え等の登記名義人 など 

※提出できる方及び提出方法の詳細は市ホームページをご覧ください。 

周辺地区地区計画等の 
 

国領町８丁目

周辺地区 

和泉本町四丁目

周辺地区 
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１．原案の概要 

◎今回の都市計画の決定及び変更について 

本地区は，調布市都市計画マスタープラン（平成 26 年 9 月改定予定）では，｢生活利

便性の向上による地域活性化」と位置づけられ，狛江市都市計画マスタープランでは「都

市景観の創出拠点」とされています。 

本地区では，平成１２年に JUKI の工場売却により生じた大規模工場跡地について，良

好な市街地環境を整備するため，周辺地権者により開発協議会がもたれ，基盤整備や開発

の方向性が出されました。この方向性に基づいて，区画道路の新設や都市計画道路拡幅な

どの基盤整備が行われ，住宅（都市基盤整備公団），商業施設及び福祉施設の建設が行われ

ました。これまで行ってきた良好な都市環境づくりを引き継ぎ，今後のまちづくりのルー

ルを定めることを見据えて，地域の将来像について検討するための「まちづくり協議会」

が組成されています。 

今回，更なる魅力的な商業・業務空間の形成，安全な歩行空間の確保等の街づくりを進

めるため，「国領町８丁目周辺地区地区計画」，「和泉本町四丁目周辺地区地区計画」の決定

を行うものです。 

また，土地利用上の観点から，「用途地域」，「高度地区」の都市計画を変更します。これ

らの都市計画は密接に関係していることから，3 つの都市計画を同時に決定・変更するこ

とを予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回決定及び変更する 

都市計画の種類 

 

1 調布都市計画地区計画国

領町８丁目周辺地区地区

計画(調布市決定) 

2 調布都市計画和泉本町四

丁目周辺地区地区計画 

(狛江市決定) 

3 調布都市計画用途地域 

(調布市決定) 

4 調布都市計画高度地区 

(調布市決定) 

5 調布都市計画防火地域及

び準防火地域 

(調布市決定)  



3 

 
２．地区計画 

 「国領町８丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画（原案）」として検討している，

まちづくりルールの内容は以下のとおりです。 

◆ 地区計画の目標 
 

本地区は，調布市の中心市街地の東部，狛江市北西部に位置し，大規模工業跡地の開

発に伴い良好な市街地環境が形成されており，また医療関係の施設が立地しており地域

の医療・福祉に貢献している地区である。 

調布市都市計画マスタープランでは，にぎわいと活力ある商業・業務地の形成を誘導

するとともに，居住機能と調和した魅力ある市街地の形成により，生活利便性の向上に

よる地域活性化を図る地区と位置付けられている。 

狛江市都市計画マスタープランでは，地域のニーズにあった都市機能を強化すること

により，地域交流拠点の中心地として位置づけられている。 

そこで，本地区は商業・業務，文化，教育，医療，福祉及び都市型住宅等の都市機能

の集積を図るとともに，商業・業務都市機能の強化による拠点の形成，区画道路や公共

空地の確保，防災機能の強化及び住環境の向上を図ることにより，「にぎわいとうるお

いのあるまちづくり」を推進することを目指す。 
 

◆ 区域の整備・開発及び保全に関する方針 

■ 土地利用の方針 
 地区計画区域を３地区に区分し，各々の地区の特性に応じた土地利用を図ります。 

① 商業・業務地区       

 土地の有効利用を図ることにより

商業業務施設の集積を図り，にぎわ

いと活力ある市街地形成を図る。 

 あわせて，公共空地の緑化等によ

りうるおいのある都市景観の創出を

図る。 

② 医療福祉・文教地区  

地域の医療福祉の核として医療機

能の強化を図るとともに，これと連

携する教育機能や福祉機能の確保を

図る。  

また，災害時における業務継続機

能を強化するとともに，既存の備蓄

施設や井戸などをいかして，災害に

強い街づくりに貢献する。 

③ 住工共存地区  

 地場産業の振興を図り，周辺の環境

と調和した，うるおいのある緑豊かな

環境の形成を図る。また，都市計画道

路の沿道においては，広域交通の利便

性をいかしながら，都市型住宅の立地

誘導を図る。 

 

■地区計画区域 

調布市国領町８丁目周辺地区  約 10.9ha 

狛江市和泉本町四丁目周辺地区 約  7.7ha 

商業・業務地区 

住工共存地区 

医療福祉・文教地区 
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■ 地区施設の整備の方針 
 

発生交通及び周辺の自動車交通を円滑に処理し，広域ネットワークの補完や防災性の

向上に寄与する生活道路を区画道路に位置付け，その機能が損なわれないよう維持保全

を図る。 

また，国領町８丁目交差点及び都市計画道路・区画道路沿いに公共空地を指定し，道

路と一体となった安全で快適な歩行空間を確保するとともに，歩行者が憩える広場的空

間の形成や積極的な緑化により，にぎわいとうるおいのある都市空間の形成を図る。 

 

 
■ 建築物等の整備の方針 
 

商業業務地区 

（１）土地利用の方針に則した健全な土地利用やにぎわいの創出のた

め，建築物等の用途の制限を定める。 

（２）商業・業務機能の強化やにぎわいの創出のため，建築物の容積率 

の最高限度を定める。 

（３）敷地の細分化を防ぎ，土地の高度利用を促進するため，建築物の 

敷地面積の最低限度を定める。 

（４）歩行空間の確保や緑化の推進，周辺への圧迫感の軽減により快適

でうるおいのある都市空間づくり及びにぎわいを演出する魅力

的な都市空間を形成するため壁面の位置の制限及び壁面後退区

域における工作物の設置の制限を一体的に定める。 

（５）周辺の住環境に配慮したゆとりある空間を確保するため，建築物 

等の高さの最高限度を定める。 

（６）うるおいのある都市空間の形成及び周辺環境と調和した良好な景 

観形成のため，建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定

める。  

（７）商業施設等の整備に際しては，ユニバーサルデザインの採用，緑 

化の推進，自然エネルギーの採用など環境にやさしい施設づくり

に努める。 また，災害時においても店舗の備蓄機能や流通機能

を活用した物資の供給や帰宅困難者への対応等により災害に強

い街づくりに貢献する。  

住工共存地区 
中高層住宅を建設する場合は，省エネルギーや環境に配慮したものと

する。 

医療福祉・ 

文教地区 

耐震性の向上等の建物の安全性の強化を図る。災害時における業務継

続機能を強化するとともに，既存の備蓄施設や井戸などをいかし，災害

に強い街づくりに貢献する。 
 

■ その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針 
  
地区全体の緑化環境，緑のネットワークを形成するため，東京における自然の保護と

回復に関する条例の緑化基準に基づき，植栽を積極的に行う。壁面後退区域についても，

積極的な緑化を行う。 
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◆ 地区整備計画（建築物等に関する事項･土地の利用に関する事項） 

  

■ 地区施設の配置及び規模 

以下に示す道路と公共空地を，地区施設として地区整備計画に位置づけます。 

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 

道 路 
区画道路１号 ５．０(１０．０)ｍ 約４００ｍ 既設 

区画道路２号 ７．０ｍ 約１１０ｍ 既設 

種 類 名 称 面 積 備 考 

公共空地 

公共空地１号 約２，１１０㎡ 

新設 公共空地２号 約４６０㎡ 

公共空地３号 約１，７５０㎡ 

（地区施設の位置・形状は６ページを参照） 

■ 建築物等に関する事項 
 
 

建築物等の 

用途の制限 
次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 建築物の地上１階の部分を住宅，共同住宅，寄宿舎又は下宿の用途

に供する建築物(居住の用に供する玄関，階段等はこの限りでな

い｡) 

２ 工場（自家販売のために食品製造業を営む店舗を除く。） 

３ 自動車修理工場 

４ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの 

５ ボウリング場，スケート場，水泳場その他これらに類する運動施設 

６ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発売所，場外車券

売場その他これらに類するもの 

７ カラオケボックスその他これに類するもの 

８ ホテル，旅館その他これに類するもの 

９ 倉庫業を営む倉庫 

10 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第２条第１項

第７号に規定する風俗営業及び同条第６項各号に規定する店舗型

性風俗特殊営業に該当する営業の用に供する建築物 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

３０／１０ 

ただし，主たる用途を住宅，共同住宅，寄宿舎及び下宿の用途に供す

る建築物とする場合は，２０／１０とする。 

建築物の敷地 

面積の最低限度 
５，０００㎡ 

壁面の位置 

の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱等の位置は，次の各号によるものとす
る。 
１ 計画図３に表示する１号壁面は，道路境界線から２．５ｍ以上後退
しなければならない。  

２ 計画図３に表示する２号壁面は，道路境界線から３．０ｍ以上後退
しなければならない。  

３ 計画図３に表示する３号壁面は，道路境界線から５．０ｍ以上後退
しなければならない。 

（壁面の位置の制限の位置は６ページを参照） 
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壁面後退区域

における 

工作物の 

設置の制限 

壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の

土地の区域については，自動販売機，門，塀，看板等の交通の妨げとな

る工作物を設置してはならない。 

ただし，次の各号に掲げる工作物については，この限りでない。 

１ 道路境界線から２ｍを超える部分に設置する植樹桝 

２ 交通安全施設，公共公益上やむを得ないものと市長が認める工作物 

建築物等の 

高さの 

最高限度 

１ 建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる）は，当該部分か

ら前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離が８ｍ以内の範囲にあっては当該水平距離の１．２５倍に５ｍを

加えたもの以下とし，真北方向の水平距離が８ｍを超える範囲にあっ

ては当該水平距離から８ｍを減じたものの０．６倍に１５ｍを加えた

もの以下とする。 

２ 建築物の地盤面からの高さ（絶対高さ）は３１ｍ以下とする。 

建築物の形態 

又は意匠の 

制限 

建築物等の形態又は色彩その他の意匠については，原色を避けるなど

周辺の環境や建築物と調和した落ち着きのあるものとし，良好な景観の

形成を図る。 

 

■ 土地利用に関する事項 
 

地区内に現に存する樹木等については，その自然環境の維持及び保全に努めるととも

に，可能な限り敷地内や屋上，壁面等の緑化に努めるものとする。 

 

◆ 地区施設の配置及び規模，壁面の位置の制限 
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  ３．用途地域等 

地区計画の決定に合わせ，土地利用上

の観点から検討した結果，約 5.0 ヘクタ

ールの区域について用途地域の変更を行

います。 

また，用途地域の変更に伴い，「高度地

区」「防火地域及び準防火地域」を合わせ

て変更します。 
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  ４．今後の予定 

 皆様と意見交換しながら街づくりの検討を進め，今年度中(平成 26 年度)の都市計画

決定を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 今後の段階的な整備の進め方 

今後は，今回の地区計画で定める目標や方針の実現に向け，「地区計画制度」を活用したルー

ルづくりを進め，具体的なルールとなる地区整備計画の検討を段階的に進めていく必要がありま

す。 

他の地区に関しては，今後，地域の皆さんとの話し合いで，まちづくりルールの方向性が共有

できた地区から，順次，地区整備計画の検討を行っていきます。 

 

● 問合せ先 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市 都市整備部 都市計画課 
ＴＥＬ：０４２－４８１－７４５３（直通） 
ＦＡＸ：０４２－４８１－６８００ 
Ｅ－Ｍail：keikaku@w2.city.chofu.tokyo.jp 

登録番号 

(刊行物番号) 

２０１４－１２５ 

狛江市 都市建設部 まちづくり推進課 
ＴＥＬ：０３－３４３０－１１１１（内線２５４１） 

ＦＡＸ：０３－３４３０－６８７０ 
Ｅ－Ｍail：machisuit@city.komae.lg.jp 
 

都市計画法第 16 条に基づく縦覧 

調布市・狛江市都市計画審議会 

市議会での議決 

都市計画法第 17 条に基づく縦覧(１１月頃) 

 

地区計画の素案等をとり

まとめ，説明会を開催し，よ

り多くのご意見をいただき

ながら，地区計画についての

合意を形成してきました。 

地区計画等原案説明会(本日) 

第１回 街づくり懇談会(7 月 3１日実施) 

) 
第２回 街づくり懇談会(８月２５日実施) 

) 

調布市地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例の改正(平成２７年３月頃) 

東京都と

の協議 

都市計画決定・告示(１２月頃) 

◎１６条縦覧の日程 

 ○告示：10 月 1 日 (水 ) 

 ○期間：10 月 1 日 (水 ) 

～10 月 15 日 (水 )  

◎意見書の提出期間 

 10 月 1 日 (水 )～10 月 21 日 (火 ) 


